
転居届は 2023 年度より厳格化されご本人の証明が必要になりまし

た。 

 

下記の 3 つの方法が有りますが、3 番の郵便局窓口での届が一番早

いです。 

 

1、 インターネット（e転居）でご提出いただく場合 

2、 ポスト投函でご提出いただく場合（郵送） 

3、 郵便局窓口でご提出いただく場合 

 

全国どこの郵便局からでも転居届は提出できます。 

お近くの郵便局でお手続きください。 

 

3 番の郵便局窓口での届けの際には下記いずれかの身分証明書が必

要です。 

・運転免許証 

・マイナンバーカード 

・運転経歴証明書 

・各種健康保険証 

・在留カード 

・特別永住者証明書 

 

ご自身での転居届をお願い致します。 

 

重要） 

シェアハウス／ルミエ北の新住所見本は下記のとおりです。 

〒651-1123 

兵庫県神戸市北区ひよどり台５丁目４番地 

ひよどり台５団地 ２８号棟３０３号室（藤本様方） 

 

 

●お手数ですが、新住所は住所の後に（藤本様方）と 

必ずご記入ください。 

 

今年より転居届は厳格になり、本人の証明が必要になりました。 



 

ご入力ください 

新住所は住所の後に 

（藤本様方）と 

ご記入ください。 

身分証明書の 

住所をご入力くださ

い 

ご自身の氏名 

ペンネームが有れば 

2 行目以降に 

お書きください 

ご記入ください。 


